
○改正養蜂振興法第３条第１項の飼育届出対象の考え方
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農作物等の花粉授精に用に供す
るために蜜蜂の飼育を花粉授精の
ために必要な期間のみ行う場合は

届出対象外
（省令第1条第2項第1号）

（通知２（１））
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※　ただし、上記で「届出対象外」となっている場合であっても、危害防止等の観点から、都道府県が必要と判断する場合は届出を指導できる。
（通知２（３）、しかしながら、この場合は養蜂振興法に基づく罰則は適用できない。）

○ そのうち、届出を要しない
ものと都道府県知事が認める

場合は対象外
（省令第１条第２項第３号）

ただし、自らの農作物の量に
比べ著しく過大な蜜蜂を飼育
している場合、通年飼育を

行っている場合等は、花粉交
配用と認められず届出対象

（通知２（１）） ○反復利用が可能な蜂房（巣碑、巣礎等を用
いる方法のもの）を利用しないで蜜蜂を飼育

（自然巣洞、重箱式）

飼育届出対象

飼育されていない蜂群からの採蜜を行っている場合は届出対象外

（通知１（１））


